
 

【表紙】  
【発行登録追補書類番号】 ７－関東１－１

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年６月10日

【会社名】 日本製鉄株式会社

【英訳名】 NIPPON STEEL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 COO　今　井　　正

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

【電話番号】 (03)6867-4111(代表)

【事務連絡者氏名】 資金室長　　貞　利　吉　彦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

【電話番号】 (03)6867-4111(代表)

【事務連絡者氏名】 資金室長　　貞　利　吉　彦

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 第13回無担保社債(３年債) 46,100百万円

第14回無担保社債(５年債) 19,600百万円

第15回無担保社債(10年債) 24,300百万円

計 90,000百万円
 

 

【発行登録書の内容】

提出日 2025年７月25日

効力発生日 2025年８月７日

有効期限 2027年８月６日

発行登録番号 ７－関東１

発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額　450,000百万円
 

 

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)

― ― ― ― ―

実績合計額(円)
なし
(なし)

減額総額(円) なし
 

(注)　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段(　)書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算

出しております。

【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 450,000百万円  
  (450,000百万円) 

  
(注)　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下

段(　)書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき

算出しております。
 

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項なし
 

【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) ―円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項なし
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【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番２号)

証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行社債(短期社債を除く。)(３年債)】

銘柄 日本製鉄株式会社第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別 ―

券面総額又は振替社債の総額(円) 金46,100百万円

各社債の金額(円) １億円

発行価額の総額(円) 金46,100百万円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(％) 年2.014％

利払日 毎年６月16日及び12月16日

利息支払の方法

１．利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
をつけ、2026年12月16日を第１回の利息支払期日として
その日までの分を支払い、その後毎年６月及び12月の各
16日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その
半か年の日割をもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記((注)「12．元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限 2029年６月15日

償還の方法

１．償還金額
各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2029年６月15日にその総額を償還す
る。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつ
でもこれを行うことができる。

３．償還元金の支払場所
別記((注)「12．元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金(円)
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2026年６月10日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2026年６月16日

振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
に特に留保されている資産はない。
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財務上の特約(担保提供制限)

当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後
発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第14
回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第15回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他
の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社
債を除く。)に担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、
当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社
の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨
を約する場合をいう。)する場合には、本社債にも担保付社債信
託法に基づき、同順位の担保権を設定する。したがって、本社
債は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発
行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第14回
無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第15回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の
条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債
を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 

(注)

１．信用格付

本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の

入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡

先)

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

信用格付：A＋(取得日 2026年６月10日)

入手方法：R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」

及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されて

いる。

問合せ電話番号：03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

信用格付：AA(取得日 2026年６月10日)

入手方法：JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリッ

クして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。

問合せ電話番号：03-3544-7013

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明で

はない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の

評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以

外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付

業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者

は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した

情報を独自に監査・検証しているわけではない。

２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第２号の

定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第２項に

定める場合を除き、社債券を発行することができない。

３．社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、

または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人

三井住友信託銀行株式会社

５．期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項または別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな

いとき。

(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借

入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが

できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において

解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
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(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受

けたとき。

６．社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告

の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない

事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙(ただ

し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。

７．社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

８．社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)４を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社

債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じ

ない。

(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

９．社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号の定めるところによる。以下同じ。)の社債(以下「本種

類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前ま

でに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)６に定める方法により公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)

の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項及び

招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10．追加発行

当社は、随時、本社債権者の同意なしに、初回利払日ないし払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第165条

所定の各事項を含む。)において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債を追加発行すること

ができる。

11．費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1) 本(注)６に定める公告に関する費用

(2) 本(注)９に定める社債権者集会に関する費用

12．元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って

支払われる。
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託(３年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目９番２号 23,100

１．引受人は、本社債の全
額につき、連帯して買
取引受を行う。

２．本社債の引受手数料
は、総額１億3,677万
5,000円とする。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 9,200

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 4,600

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 4,600

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 4,600

計 ― 46,100 ―
 

 
(2) 【社債管理の委託】

該当事項なし
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３ 【新規発行社債(短期社債を除く。)(５年債)】

銘柄 日本製鉄株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別 ―

券面総額又は振替社債の総額(円) 金19,600百万円

各社債の金額(円) １億円

発行価額の総額(円) 金19,600百万円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(％) 年2.444％

利払日 毎年６月16日及び12月16日

利息支払の方法

１．利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
をつけ、2026年12月16日を第１回の利息支払期日として
その日までの分を支払い、その後毎年６月及び12月の各
16日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その
半か年の日割をもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記((注)「12．元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限 2031年６月16日

償還の方法

１．償還金額
各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2031年６月16日にその総額を償還す
る。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつ
でもこれを行うことができる。

３．償還元金の支払場所
別記((注)「12．元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金(円)
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2026年６月10日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2026年６月16日

振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
に特に留保されている資産はない。
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財務上の特約(担保提供制限)

当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後
発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第13
回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第15回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他
の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社
債を除く。)に担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、
当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社
の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨
を約する場合をいう。)する場合には、本社債にも担保付社債信
託法に基づき、同順位の担保権を設定する。したがって、本社
債は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発
行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第13回
無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第15回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の
条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債
を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 

(注)

１．信用格付

本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の

入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡

先)

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

信用格付：A＋(取得日 2026年６月10日)

入手方法：R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」

及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されて

いる。

問合せ電話番号：03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

信用格付：AA(取得日 2026年６月10日)

入手方法：JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリッ

クして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。

問合せ電話番号：03-3544-7013

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明で

はない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の

評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以

外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付

業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者

は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した

情報を独自に監査・検証しているわけではない。

２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第２号の

定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第２項に

定める場合を除き、社債券を発行することができない。

３．社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、

または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

５．期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項または別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな

いとき。

(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借

入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが

できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において

解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
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(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受

けたとき。

６．社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告

の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない

事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙(ただ

し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。

７．社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

８．社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)４を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社

債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じ

ない。

(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

９．社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号の定めるところによる。以下同じ。)の社債(以下「本種

類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前ま

でに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)６に定める方法により公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)

の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項及び

招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10．追加発行

当社は、随時、本社債権者の同意なしに、初回利払日ないし払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第165条

所定の各事項を含む。)において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債を追加発行すること

ができる。

11．費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1) 本(注)６に定める公告に関する費用

(2) 本(注)９に定める社債権者集会に関する費用

12．元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って

支払われる。
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４ 【社債の引受け及び社債管理の委託(５年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 10,000

１．引受人は、本社債の全
額につき、連帯して買
取引受を行う。

２．本社債の引受手数料
は、各社債の金額100
円につき金37.5銭とす
る。

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 3,900

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,900

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,900

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目９番２号 1,900

計 ― 19,600 ―
 

 
(2) 【社債管理の委託】

該当事項なし
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５ 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

銘柄 日本製鉄株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別 ―

券面総額又は振替社債の総額(円) 金24,300百万円

各社債の金額(円) １億円

発行価額の総額(円) 金24,300百万円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(％) 年3.202％

利払日 毎年６月16日及び12月16日

利息支払の方法

１．利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
をつけ、2026年12月16日を第１回の利息支払期日として
その日までの分を支払い、その後毎年６月及び12月の各
16日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その
半か年の日割をもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記((注)「12．元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限 2036年６月16日

償還の方法

１．償還金額
各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2036年６月16日にその総額を償還す
る。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつ
でもこれを行うことができる。

３．償還元金の支払場所
別記((注)「12．元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金(円)
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2026年６月10日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2026年６月16日

振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
に特に留保されている資産はない。
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財務上の特約(担保提供制限)

当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後
発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第13
回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第14回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他
の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社
債を除く。)に担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、
当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社
の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨
を約する場合をいう。)する場合には、本社債にも担保付社債信
託法に基づき、同順位の担保権を設定する。したがって、本社
債は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発
行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第13回
無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第14回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の
条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債
を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 

(注)

１．信用格付

本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の

入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡

先)

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

信用格付：A＋(取得日 2026年６月10日)

入手方法：R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」

及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されて

いる。

問合せ電話番号：03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

信用格付：AA(取得日 2026年６月10日)

入手方法：JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリッ

クして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。

問合せ電話番号：03-3544-7013

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明で

はない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の

評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以

外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付

業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者

は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した

情報を独自に監査・検証しているわけではない。

２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第２号の

定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第２項に

定める場合を除き、社債券を発行することができない。

３．社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、

または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

５．期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項または別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな

いとき。

(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借

入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが

できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において

解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
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(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受

けたとき。

６．社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告

の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない

事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙(ただ

し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。

７．社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

８．社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)４を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社

債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じ

ない。

(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

９．社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号の定めるところによる。以下同じ。)の社債(以下「本種

類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前ま

でに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)６に定める方法により公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)

の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項及び

招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10．追加発行

当社は、随時、本社債権者の同意なしに、初回利払日ないし払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第165条

所定の各事項を含む。)において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債を追加発行すること

ができる。

11．費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1) 本(注)６に定める公告に関する費用

(2) 本(注)９に定める社債権者集会に関する費用

12．元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って

支払われる。
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６ 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 12,300

１．引受人は、本社債の全
額につき、連帯して買
取引受を行う。

２．本社債の引受手数料
は、総額１億112万
5,000円とする。

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 4,800

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,400

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 2,400

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目９番２号 2,400

計 ― 24,300 ―
 

 
(2) 【社債管理の委託】

該当事項なし

 
７ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)

90,000 338 89,662
 

(注)　上記金額は、第13回無担保社債、第14回無担保社債及び第15回無担保社債の合計額であります。

 
(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額89,662百万円は、40,000百万円を2026年９月末までに償還期日が到来する社債の償還資金

に、残額を2027年９月末までに返済期日が到来する長期借入金の返済資金の一部として充当する予定であります。

 

第２ 【売出要項】

該当事項なし

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

 

第４ 【その他の記載事項】

該当事項なし

 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項なし
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第三部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第100期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)　2025年６月24日関東財務局長に提出

 

２ 【半期報告書】

事業年度　第101期中(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)　2025年11月11日関東財務局長に提出

 

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年６月10日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年６月26日に関

東財務局長に提出

 

４ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年６月10日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年８月１日に関東財

務局長に提出

 

５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年６月10日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書を2026年２月24日に関

東財務局長に提出

 

６ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年６月10日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を2026年

２月24日に関東財務局長に提出

 

７ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年６月10日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３の規定に基づく臨時報告書を2026年５月13日に関

東財務局長に提出

 

８ 【訂正報告書】

訂正報告書(上記６の臨時報告書の訂正報告書)を2026年２月25日に関東財務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリス

ク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本発行登録追補書類提出日(2026年６月10日)までの間において、変

更及び追加すべき事項が生じております。下記の「事業等のリスク」は当該変更及び追加すべき事項を反映し、その全

体を一括して記載したものです。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち「日本製鉄グループ中長期経

営計画」は2025年度をもって終了し、新たに2026年度を初年度とする５ヶ年の「2030中長期経営計画」を2025年12月12

日に公表しております。さらに、「日本製鉄グループ中長期経営計画」における2025年度経営計画の目標値について

は、2026年５月13日に実績値(未監査)を公表しております。当該有価証券報告書等に記載した将来に関する事項は、上

記及び下記の「事業等のリスク」に記載の事項を除き、本発行登録追補書類提出日現在においても変更の必要はないと

判断しており、また、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その

達成を保証するものではありません。

 

「事業等のリスク」

有価証券報告書等に記載した当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要

な影響を及ぼす可能性のある主な事項には、下記各項のものがあります。ただし、これらは当社グループに関するす

べてのリスクを網羅したものではなく、記載された事項以外の予見しがたいリスクも存在します。また、投資者の判

断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、参照書類としての有価証券報告書の「第一部　企業情報　第２　事業

の状況」の他の項目、参照書類としての有価証券報告書の「第一部　企業情報　第５　経理の状況」の各注記、その

他においても個々に記載していますので、あわせて御参照ください。

なお、当社グループは、これらのリスクの低減を図るため、参照書類としての有価証券報告書の「第一部　企業情

報　第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおりの企業統治体制を整え、内部

統制システムを整備・運用し、各社・各部門が自らの事業上のリスクの把握・評価を行ったうえで、組織規程・業務

規程において定められた権限・責任に基づき業務を遂行しています。

文中の将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において当社が判断したものです。

 
＜経営環境(鉄鋼市場)に関するリスク＞

(1) 日本及び海外の経済状況の変動等

製鉄事業を中核とする当社グループにおいては、連結売上収益の約９割を製鉄事業が占めています。自動車、建

設、エネルギー、産業機械等、鋼材の主要な需要家が属する業界と同様に、製鉄事業は国内外のマクロ経済情勢と

相関性が高く、日本や世界経済の景気に大きく影響されます。

当社は、資産の多くを日本に保有しており、日本の政治的、経済的又は法的環境が大きく変わると、その資産価

値が大きく変動するリスクがあります。また、日本は、当社グループの最も重要な地理的市場の一つであり、国内

売上収益が連結売上収益の約５割を占めます。先行きを見通すことは困難ですが、日本国内においては、人口減少

や製造業の海外移転等を背景に需要の減少傾向が継続しており、今後、経済情勢が悪化した場合には、当社グルー

プの事業活動、業績、財政状態や将来の成長に悪影響が生じる可能性があります。

また、当社グループは、グローバル戦略の深化・拡充を事業戦略の一つに掲げており、海外売上収益は、連結売

上収益の約５割を占めます。海外では政情不安(戦争・内乱・紛争・暴動・テロを含む。)、日本との外交関係の悪

化、経済情勢の悪化、商習慣、労使関係や文化の相違に加え、鋼材需要の減退、価格競争の激化、大幅な為替レー

ト変動、自然災害の発生、感染症の拡大、投資規制、輸出入規制、為替規制、現地産業の国有化、税制や税率の大

幅な変更等、海外各国における事業環境の変化により、当社グループの事業活動、業績、財政状態や将来の成長に

悪影響が生じる可能性があります。足元の事業環境においては、国内外ともに製造業・建設業のベース需要が低迷

しているなか、中国経済の減速に伴う需給ギャップの拡大及び過剰生産の継続を背景に、安価な鋼材輸出の増加が

国際市況の低迷を招いており、鉄鋼需給の観点から厳しい環境が継続しています。

さらに、保護主義的な通商政策の台頭や相互関税の発動等により、通商措置の強化及び輸出入環境の変化が生じ

ており、政治と経済の相互作用の強まりを通じて、不確実性が増しています。
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加えて、中東情勢の緊迫化等を含む地政学的リスクは、エネルギーや原燃料の供給に影響を及ぼすのみならず、

グローバルなサプライチェーンを通じて幅広い産業の需要に波及しており、その影響を網羅的かつ合理的に定量化

することは困難な状況にあります。

このように、鉄鋼需要の構造的な変化に加え、通商政策の動向及び地政学的要因等が複合的に影響するなか、当

社グループの事業活動、業績、財政状態や将来の成長は、今後の世界経済の動向等により、想定と大きく異なる結

果となる可能性があります。

 
(2) 鋼材需給の変動等

鋼材の国際的な需給の変動は、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。特に、中国

における鉄鋼の過剰生産及び輸出拡大を背景とした各国の通商措置拡大や、米国政権による関税政策等が、世界の

鋼材需給の悪化や鋼材価格の下落を招くおそれがあります。また、各地で勃発する紛争等の地政学リスクによって

も、鋼材需給が悪化するおそれがあり、これらにより、当社グループの事業活動、業績及び財政状態に悪影響が生

じる可能性があります。

さらに、当社グループの製鉄事業における需要家の多くは、鋼材を大量にかつ長期にわたり購入しており、主要

な需要家において事業戦略や購買方針の大幅な変更が生じた場合、あるいは鋼材等の販売先である商社・需要家等

において与信リスクが顕在化した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。

 
(3) 原燃料価格の変動等

当社グループは、鋼材の生産に必要な鉄鉱石、石炭等の主原料の大半をオーストラリア、ブラジル、カナダ、米

国等の海外から輸入しています。また、当社グループは、主原料をはじめ、合金、スクラップ、天然ガス等の原燃

料の調達に際し、調達ソースの分散等を通じて安定調達に努めていますが、その価格や海上輸送にかかる運賃は国

際的な需給状況により大きく変動しており、市況が高騰した際に、当社グループがこれを鋼材の販売価格に転嫁で

きなければ、当社グループの事業活動、業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。また、原燃料生産

国における大きな自然災害、ストライキやトラブルの発生、政治情勢の悪化や戦争・テロ、感染症の拡大等によ

り、原燃料の生産・出荷・貿易量が減少すると、当社グループの事業活動、業績及び財政状態に悪影響が生じる可

能性があります。

 
(4) 為替相場の変動

当社グループは、製品等の輸出及び原燃料等の輸入において外貨建取引を行っており、また外貨建ての債権債務

を保有しています。製品等の輸出による受取外貨を原燃料等の輸入の際の支払外貨に充当することにより為替変動

影響の大部分を排除したうえで、実需原則に基づいて先物為替予約を実施していますが、為替相場の変動が当社グ

ループの業績等に影響を与える可能性があります。また、外貨建資産の評価や海外事業の利益の円換算等におい

て、為替相場の変動が当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

円高が進んだ場合、鋼材を中心とする当社グループの国内製品の輸出競争力が損なわれることや、自動車、家

電、エネルギー、産業機械等、製鉄事業の主要な需要産業の輸出競争力も損なわれて国内鋼材需要が減退すること

により、当社グループの業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。一方、円安が進んだ場合、輸出市

場においては相対的に価格競争力が増しますが、原燃料等の価格が高騰している状況においては、急速な円安によ

るコスト影響が従来以上に大きくなる可能性があります。

 
(5) 他素材との競合

鉄鋼製品は、アルミニウム、炭素繊維、ガラス、樹脂・プラスチック、複合材、コンクリート及び木材のような

他の素材と常に競合しています。近年、特にエコカーの普及等により素材へのニーズが多様化している自動車向け

用途においては、当社グループも独自に鋼材のさらなる軽量化や高機能鋼材の研究・開発・製造等を進めています

が、需要家がアルミニウム、樹脂、炭素繊維複合材等の他素材への転換を選択し鋼材の需要が減少すると、当社グ

ループの業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。
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＜事業戦略・計画の遂行に関するリスク＞

(1) 中長期経営計画の遂行

当社グループは、2025年12月に「2030中長期経営計画」(本項において、以下「中長期経営計画」という。)を策

定し、その計画に掲げた具体的諸施策を推進しています。中長期経営計画は、策定当時において適切と考えられる

情報や分析等に基づき策定されていますが、こうした情報や分析等には不確定要素が含まれています。今後、事業

環境の悪化や本「事業等のリスク」として記載したすべての事項を含めたその他の要因により、期待される成果の

実現に至らず、中長期経営計画で掲げた投入計画、財務目標も達成できない可能性があります。

 
(2) コスト改善の取組み

当社グループは、コスト体質強化につながる技術開発や操業効率化に資する設備・技術への投資、製造プロセス

一貫での最適製造化、当社技術・ノウハウの海外拠点への移転、並びに業務刷新・効率化や自動化・機械化等を通

じた生産性向上の取組みを進めています。しかしながら、国内外の鉄鋼需給の変化や輸出環境の悪化、各種コスト

の上昇等により、当社グループを取り巻く事業環境が悪化した場合には、収益に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、これらの環境変化に対し、上記の取組みを通じてコスト低減及び収益力の維持・向上を図ります

が、技術開発や設備投資等が計画通り進まない場合や、外部環境の変化に対して想定通りの効果を発揮できない場

合、又は必要な投資が適時かつ十分に実施されない場合には、コスト競争力の強化が十分に実現されず、当社グ

ループの業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。

 
(3) 設備投資

製鉄事業は資本集約型産業であり、継続的に多額の設備投資及び設備修繕支出を必要とします。当社グループ

は、国内外において設備の新鋭化・健全性維持及び成長分野の需要捕捉等に向けた設備投資を計画的に実施してい

ますが、減価償却費が増加するほか、当初想定した効果が十分に得られないこと等により、当社グループの業績及

び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。

 
(4) 組織再編、海外投資等

当社グループは、国内外において、合併や買収、合弁会社の設立等の組織再編や投資を実施しており、今後もこ

れらを継続する可能性があります。当社グループは、慎重な事業評価、契約交渉、社内審議等のプロセスを経たう

えで投資等の実行を判断し遂行していますが、対象各地域の需要動向、競争環境、為替動向、政治・経済情勢、規

制・政策動向等の影響や、設備技術・操業技術・商品技術等の技術力、品質管理・工程管理等のノウハウの移転及

び統合が計画通りに進まないことにより、投資効果が創出されなかったり、連結財政状態計算書に計上したのれん

に減損が生じたりする場合は、当社グループの業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。

 
(5) 事業構造・生産体制の見直し

国内鉄鋼需要の縮小や海外鉄鋼市場における競争激化及び主要生産設備の老朽化に対応すべく、国内製鉄事業に

おいては、商品と設備の取捨選択による集中生産等を基軸とした、体質強化の徹底的な推進を目的に、設備の休止

や不採算品種からの撤退等の生産設備構造対策を実施していますが、今後の経営環境の変化や収益動向等を踏ま

え、さらなる対策を実施する可能性があります。海外においても、既存の事業についてこれまでに選択と集中を積

極的に推進しましたが、経営環境の悪化等により、将来的に収益回復の見込みがない不採算事業や投資目的が希薄

化した事業を中心に、引き続き再編・撤退を行う可能性があります。これらのさらなる対策及び再編・撤退等を実

施する場合、減産や一時的な損失の発生等により、当社グループの事業活動、業績及び財政状態に悪影響が生じる

可能性があります。なお、2026年３月期においては、事業再編損として2,712億円の損失を計上しています。
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(6) カーボンニュートラル実現に向けた取組み

当社は、「日本製鉄カーボンニュートラルビジョン2050」のもと、「大型電炉による高級鋼製造」「水素による

還元鉄製造」「Super-COURSE50等の高炉水素還元」の３つの新たなプロセス技術の開発・実装に取り組み、CCUS等

によるカーボンオフセット対策も含めた複線的なアプローチで、2050年までのカーボンニュートラルを目指してい

ます。こうしたカーボンニュートラル鉄鋼生産プロセスの実現には巨額の投資が必要であり、操業コストが従来プ

ロセスと比べ上昇することも見込まれます。これに対し、非連続的イノベーション等のための研究開発や設備実

装、増加する操業コストに対する政策措置、「CO2削減価値」をバリューチェーン全体で共有・負担する健全なGXス

チール市場の形成等について、政府をはじめとする関係部門に対して働きかけを行ってきていますが、十分な政策

措置等が講じられない場合や、必要な原材料(高品位鉄鉱石・スクラップ等)やエネルギー(水素、電力等)の安定的

な供給体制、CCUSの社会的実装等の外部条件が想定と異なる場合、鉄鋼業界にとって不利となる制度変更、研究開

発の成果が得られない等の場合には、期待される成果の実現に至らず、当社グループの業績及び財政状態に悪影響

が生じる可能性があります。

 
(7) 人材確保・育成、DEIへの取組み、業務刷新・効率化

当社グループの将来の成長は、有能な人材の確保及び育成に依拠する部分も大きいことから、仕事と生活の調和

の取れた働き方の実現や関連諸制度の浸透・定着等によって就労環境の整備を図りつつ、育成体系の整備等を行い

ながら、安定的な人材確保と人材競争力の強化に努めています。また、有能な人材の確保及び育成とともに、会社

人生で発生し得るライフイベントや健康に起因する労働損失を最小化し、様々な事情を抱える多様な人材が生産性

高く、誇りを持って活躍できる働き方を実現するために、DEIの積極的な推進等を通じ、多様な従業員が誇りとやり

がいを持って活躍できる企業を実現していくべく、具体的な取組みの強化に努めています。加えて、海外派遣を含

むグローバル人材育成施策の更なる充実に取り組むとともに、国内人口減少による人手不足等の課題に対応するべ

く、DXを含めた業務刷新・効率化を進めています。当社グループは、有能な人材の確保と育成、DEIの推進、また業

務刷新・効率化の推進に努めていますが、計画通り達成できない場合、当社グループの事業活動、業績及び財政状

態に悪影響が生じる可能性があります。

 
＜事業運営に関するリスク＞

(1) 設備事故、労働災害等

当社グループの中核事業である製鉄事業の生産プロセスは、高炉、コークス炉、転炉、連続鋳造機、圧延機、発

電設備等の特定の重要設備に依存しています。当社グループは、安定生産の確保を図るため、設備と人材の両面で

製造実力の強化策を推進していますが、これらの設備において、電気的又は機械的事故、火災や爆発、労働災害等

が生じた場合、一部の操業が中断し、生産・出荷が遅延すること等により費用や補償の支払いが発生し、当社グ

ループの業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。なお、当社グループは、これらの事故等に関連

し、一定の保険を付しています。

 
(2) 品質問題等

当社グループは、鉄鋼製品をはじめ、様々な製品・サービスを顧客に提供しています。当社は、「品質は生産に

優先する」という基本的なものづくりの価値観のもと、一般社団法人日本鉄鋼連盟が定めた「品質保証体制強化に

向けたガイドライン」等に沿った様々な取組みを実施していますが、製品やサービスに欠陥が見つかり品質問題が

生じた場合は、顧客等から代品の納入や補償を求められるほか、製造・品質管理オペレーションの中止や見直しを

行う必要が生じたり、当社グループ又は当社グループの製品やサービスに関する信頼が損なわれて売上が減少した

りすること等により、当社グループの業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。なお、当社グループ

は、これらの事故等に関連し、一定の保険を付しています。
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(3) 知的財産権の侵害等

当社グループは、技術開発等の成果である知的財産について、特許権等の知的財産権を取得、保有又は営業秘密

として秘匿することにより、事業活動における競争優位性を確保しています。これらの知的財産について第三者に

よる権利侵害や無断使用等がなされた場合又は第三者から権利の有効性が争われた場合、当社グループは速やかに

法的措置等を検討・実施するものの、必要な法的保護が受けられない可能性、また、損害の回復が十分になされな

い可能性があります。この場合、当社グループの競争優位性の喪失を招き、当社グループの業績及び財政状態に悪

影響が生じる可能性があります。

当社グループは、各国・地域の知的財産法を遵守し、また第三者の知的財産を尊重し、事業活動を展開していま

す。しかしながら、第三者から知的財産の侵害訴訟等を提起され、当社グループに不利な判断がなされた場合は、

当社グループの事業活動、業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。

 
(4) 情報システムの障害、情報漏洩等

当社グループの事業活動は、情報システムの利用に大きく依存しており、また、自社及び顧客・取引先の営業機

密や個人情報等の機密情報が情報システムに保管されています。当社においては、技術情報をはじめとする機密情

報の漏洩対策を最重要の経営課題として認識し、システムのセキュリティ強化に加えて、業務ルール、社員教育等

の対策を推進していますが、当社グループの情報システムにおいて、悪意ある第三者からのウイルス感染等のサイ

バー攻撃等により、システム停止、機密情報の外部漏洩や棄損・改ざん等の事故が起きた場合、生産や業務の停

止、知的財産における競争優位性の喪失、訴訟、社会的信用の低下等を招き、当社グループの事業活動、業績及び

財政状態に悪影響が生じる可能性があります。

 
＜その他のリスク＞

(1) 自然災害、戦争・テロ・感染症等

当社グループは、製造、販売、研究開発等の活動をグローバルに展開しており、世界中に拠点を有しています。

製鉄所をはじめとするこれらの各拠点においては、台風、地震、津波、洪水等の自然災害、戦争やテロ行為が生じ

た場合に備え、ハード面(設備対策)、ソフト面(事業継続計画の策定等)において、一定の対策を施していますが、

大規模な自然災害等に見舞われた場合は、各拠点の設備、情報システム等が損害を被り、一部の操業が中断し、生

産・出荷が遅延すること等により費用や補償の支払いが発生したり、原料・製品・燃料の輸送手段等のインフラが

停止したりすること等により、当社グループの業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。また、当社

グループの拠点の有無にかかわらず、大規模な自然災害や戦争・テロ行為が生じた場合や強力な新型インフルエン

ザ等の感染症が世界的に流行した場合には、当社グループの事業活動に制約が生じる可能性があります。また、こ

れに伴い、需要家の活動水準の低下やサプライチェーンの混乱等の影響による景気の急速な悪化等を通じて、当社

グループの生産活動及び販売活動等に支障をきたす可能性があります。

 
(2) 事業活動にかかる環境規制

当社は、製鉄所毎に異なる環境リスクへのきめ細かな対応や各地域の環境保全活動を通じた環境リスクマネジメ

ントを推進し、グループ全体での環境負荷低減に取り組んでいます。当社グループは、事業活動を行う日本及び海

外各国において、大気・水・土壌の汚染、化学物質の利用、廃棄物の処理・リサイクル等に関する広範な環境関連

規制の適用を受けており、今後、当社グループに不利な法規制の導入・改正・運用・解釈がなされることにより、

当社グループの事業活動の継続が困難となったり、法令遵守のための費用が増加したりする可能性があります。

また、当社グループは、「持続可能な開発目標(SDGs)」の一つのゴールに掲げられた気候変動対策にも貢献すべ

く、世界最高レベルの資源・エネルギー効率で鋼材を生産し、中長期的なCO2排出量削減の観点から革新的な技術開

発と長年培った技術の海外への移転・普及にも積極的に取り組んでいますが、CO2排出量取引(GX-ETS)が2026年度か

ら本格導入されたことから、CO2の排出や化石燃料の利用に対する新たな規制により、製鉄事業を中心に当社グルー

プの事業活動が制約を受けたり、費用が増加したりする可能性があります。

 

EDINET提出書類

日本製鉄株式会社(E01225)

発行登録追補書類（株券､社債券等）

20/22



 

(3) 非金融資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性

当社グループは、製鉄所設備等の有形固定資産や無形資産、のれん等の多額の非金融資産を所有していますが、

経営環境の変化等に伴い、その収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった場合には、将来的な回収可能性を

踏まえて非金融資産の帳簿価額を減額し減損損失を計上するため、当社グループの業績や財政状態に悪影響が生じ

る可能性があります。2026年３月期末における有形固定資産の残高は５兆8,995億円、無形資産の残高は8,328億

円、のれんの残高は2,597億円となっています。

また、当社グループは、将来の課税所得の見積りに基づき繰延税金資産を計上していますが、経営環境の変化等

に伴い将来課税所得の見積りの変更が必要になった場合や税率等の税制変更があった場合、繰延税金資産の取崩し

により、当社グループの業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。なお、2026年３月期末における繰

延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の残高は4,806億円となっています。

 
(4) 有価証券等の保有資産(制度資産を含む。)価値の変動

2026年３月期末において、当社グループは株式等の資本性金融商品、関連会社・共同支配企業に対する投資を合

計１兆9,336億円保有しています。このうち、取引先や提携先の政策保有株式については、すべての株式を対象に、

保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を確

認しており、時価が一定額を超える政策保有株式については、取締役会において毎年検証しています。しかしなが

ら、投資先の業績不振、証券市場における市況の悪化等により、評価損が発生する可能性があります。また、上記

のほかに、2026年３月期末において、制度資産(退職給付信託財産を含む。)が当社グループ合計で１兆4,427億円あ

り、この資産を構成する国内外の株式、債券等の価格変動や金利情勢の変動が財政状態等に影響を与える可能性が

あります。

 
(5) 金融市場の変動や資金調達環境の変化

2026年３月期末における当社グループの連結有利子負債残高は、５兆1,742億円であり、金利情勢、その他の金融

市場の変動が業績等に影響を与える可能性があります。また、当社グループは、事業資金を金融機関からの借入及

び社債の発行等により調達しています。当社グループは、中長期経営計画に掲げた親会社の所有者に帰属する持分

に対する有利子負債の比率(劣後ローン・劣後債資本性調整後D/Eレシオ)0.7程度、及びEBITDAに対する有利子負債

の比率(劣後ローン・劣後債資本性調整後D/EBITDA)3.5以下を目標とし、健全な財務体質の維持に努めていますが、

金融市場が不安定となり又は悪化した場合、金融機関が貸出を圧縮したり格付機関が当社の信用格付の引き下げを

したりした場合等においては、必要な資金を必要な時期に適切な条件で調達できず、資金調達コストが増加するこ

とにより、当社グループの事業活動、業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。その結果として、

「中長期経営計画」に掲げた上記目標を達成できない可能性もあります。

 
(6) 海外の主要市場における関税引上げ、輸入規制

これまで当社グループにおける一部の鋼材の輸出取引において、米国や東南アジア諸国等から反ダンピング税等

の特殊関税を賦課されています。当社グループは、輸入規制を受ける可能性を認識のうえ輸出取引を行うなど、適

切に対応するよう努めていますが、将来、海外の主要市場国において関税引上げ、特殊関税の賦課、数量制限等の

輸入規制が課せられた場合には、輸出取引が制約を受けることにより、当社グループの業績及び財政状態に影響が

生じる可能性があります。

 
(7) 会計制度や税制の大幅な変更

当社グループが事業活動を行う国において、会計制度や税制が大きく変更され又は当社グループに不利な解釈や

適用がなされたりした場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。なお、当社

は、グローバル展開の一層の推進による企業価値の向上と資本市場における財務情報の国際的な比較可能性の向上

を目的に、連結財務諸表において国際会計基準(IFRS)を任意適用しています。
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(8) 人権に関する国際規範等への対応

当社グループは、人権に関する国際規範等を踏まえ、人権の尊重へのコミットメント、人権デューディリジェン

スや是正・救済措置等の取組みを定め、人権尊重に対する当社グループの企業姿勢を内外に示すため、「日本製鉄

グループ人権方針」を制定しています。本方針は、当社グループの役員・従業員のみならず、サプライヤーを含む

すべてのステークホルダーにも本方針を理解し、支持していただくことを求めています。当社グループは、人権の

尊重に最大限配慮しつつ、高い倫理観を持って事業活動に取り組む方針としていますが、当社グループ及びそのス

テークホルダーに人権の尊重に関する問題が発生した場合には、調達や生産・販売への影響に加えて、社会的信用

の低下等により、当社グループの事業活動、業績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。

 
(9) 各種法的規制、訴訟等

当社グループの事業活動はグローバルに展開しており、日本及び海外各国・地域の法規制に従って事業活動を

行っています。法規制には、商取引法、競争法、労働法、証券関連法、知的財産権法、環境法、税法、輸出入関連

法、個人情報保護関連法、刑法等に加えて、事業活動や投資を行うために必要とされる様々な許認可及び経済安全

保障に関連する規制等があります。今後、当社グループに不利な法規制の導入・改正・運用・解釈がなされること

により、当社グループの事業活動の継続が困難となったり、法令遵守のための費用が増加したりする可能性があり

ます。

当社グループは、法令遵守が事業活動の基盤であることを認識し、国内外の役員・従業員に対し、様々な形で法

務・コンプライアンス教育を実施していますが、当社グループが何らかの法規制に違反したと認定された場合に

は、課徴金、許可取消等の行政処分、罰金等の刑事処分を受ける可能性があり、当社グループの事業活動、業績及

び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。

また、当社グループの広範な事業活動から、様々な第三者から訴訟を提起される可能性があり、重要な訴訟にお

いて当社グループに不利な判断がなされた場合には、事業活動の停止・制約、補償等により、業績及び財政状態に

悪影響が生じる可能性があります。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

日本製鉄株式会社　本社

(東京都千代田区丸の内二丁目６番１号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番２号)

証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)

 

第四部 【保証会社等の情報】

該当事項なし
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